
様式第２号(事業別概要) No．62　　　　

）

(単位：千円)

＜事業に関する説明＞

平成２１年度　一般会計 予算見積 事業別概要書（当初）
款   3．民生費                                  事 業 名   7．地域福祉計画策定事業 課 長

一般財源

項   1．社会福祉費                              細事業名

担 当

副 主 幹

連 絡 先

予算分析 臨時経費 継続事業 単独事業

目   1．社会福祉総務費 担当課･係  社会福祉課 （執行課： 社会福祉課

707 

(歳　入) (歳　出) 財源内訳

要 求 額 0 707 要　　求

決 定 額 決　　定

20年度 21年度 22年度

656 

 社会福祉法第１０７条

（事業の説明） （事業の目的） （事業の効果）

 

 

実
施
計
画
の
内
容

（実施計画における事業の概要） 施　　策 思いやりと希望にみちたまちづくり／ふれあい・助け合いのまちづくり／「地域福祉計画」を策定し、地域福祉を総合的・

 【地域福祉計画に関する調査・研究】 施策体系ｺｰﾄﾞ 01-01-01-10-10 事業番号 78-1

総事業費 2,742千円 事業期間 平成19年度～平成22年度

年度別事業費
19年度

（事業実施上の問題点） （前年度からの見直し点） （見積についての特記事項）

 　平成20年度は計画の初年度にあたり、進捗管理及び評価を実施した  

が、平成21年度は第 ３２次佐倉市地域福祉計画の策定事務を併  

229 707 1,150 

 　平成19年度に地域福祉計画を策定し、市民の地域福祉活動の側面支援を行

います。また、計画策定後は、「佐倉市地域福祉計画推進委員会」（付属機関）

を設置して、計画の進行管理及び各種検討を行います。また、並行して第２次計

画の策定作業を行います。

 り、地域福祉の推進を図る。  

 地域福祉の推進が図れる。　平成19年度に策定した第 ２１次佐倉市地域福祉計画の進捗管理及び評価を
行うため、地域福祉計画推進委員会を年２回実施する。
　平成22年度～平成24年度を計画期間とする第32次佐倉市地域福祉計画策定
にあたり、地域福祉計画推進委員会を年４回、委員対象の研修会を年1回実施
する。

  

（事業実施に関する根拠法令）

 

   

   

  

 　佐倉市地域福祉計画とは、

 ①地域における福祉サービスの適切な利用の促進に関する事項

 ②地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項

 ③地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

 を一体的に定めた３ヵ年の事業計画であり、計画を実施することによ

 せて行う。  

  

(佐倉市）


